
　　　　 該当なし。

 当法人では、該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

　　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 　　・満期保有目的の債券等  ―――――――― 償却原価法（定額法）

　 　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの ―― 決算日の市場価格に基づく時価法

　　(2) 固定資産の減価償却の方法

　 　　・建物並びに器具及び備品 ――― 定額法

　　 　・リース資産 

　　　　 　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　(3) 引当金の計上基準

　　　　　　・退職給付引当金

　　　 　　北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、会員出資金掛金累計額を計

　　 　 上している。

　　　　　　・賞与引当金

　　　　　 支給額のうち、当期分に相当する額を計上。ただし、重要性の乏しいもの、または毎会計年度経

　　　　常的に発生しその発生額が前年と同額程度等については計上しないこととする。

３．重要な会計方針の変更

 該当なし。

４．法人で採用する退職給付制度

　　　　独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制

　 　度に加入している。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

　  ※当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

  (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

　 　※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

　(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

     ①  一般会計拠点区分（社会福祉事業）　

　　　　　 ・法人運営事業サービス区分（法人運営、地域福祉推進事業、愛情銀行会計、生活福祉資金

　　　　　　 貸付事業）

     ②  介護保険事業等拠点区分（社会福祉事業）　

　　　　　 ・介護保険事業サービス区分（居宅介護支援、通所介護、訪問介護）

　　　　　 ・障害福祉サービス事業サービス区分（障害福祉サービス）

財務諸表に対する注記 （江差町社会福祉協議会　法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

２．重要な会計方針

　　 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

　(1) 法人全体の計算書類　（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

　(2) 事業区分別内訳表 (第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

　(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
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６．基本財産の増減の内容及び金額

 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

 該当なし。

 該当なし。

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

   該当なし。

１２．関連当事者との取引の内容

   該当なし。

１３．重要な偶発債務

   該当なし。

１４．重要な後発事象

   該当なし。

１５．その他本会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
　　　状態を明らかにするために必要な事項

   該当なし。

合　計 17,342,148 17,342,148

未収補助金 555,000 555,000
貸付事業等貸付金 267,000 267,000

0
0
0

事業未収金 15,824,534 15,824,534
未収金 695,614 695,6140

0

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額 債権の当期末残高
徴収不能引当金の

当期末残高

器具及び備品 6,817,227 5,299,082 1,518,145

合計 34,192,094 31,411,023 2,781,071
ソフトウェア 607,104 433,854 173,250
有形リース資産 3,428,700 2,914,395 514,305

建物 2,265,591 2,265,588 3
車輌運搬具 21,073,472 20,498,104 575,368

７．基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

８．担保に供している資産

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

定期預金 100,000 0 0 100,000
合計 100,000 0 0 100,000

土地 0 0 0 0
建物 0 0 0 0

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
（単位：円）
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 当法人では、該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

　　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 　　・満期保有目的の債券等  ―――――――― 償却原価法（定額法）

　 　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの ―― 決算日の市場価格に基づく時価法

　　(2) 固定資産の減価償却の方法

　 　　・建物並びに器具及び備品 ――― 定額法

　　 　・リース資産 

　　　　 　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　(3) 引当金の計上基準

　　　　　　・退職給付引当金

　　　 　　北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、会員出資金掛金累計額を計

　　 　 上している。

　　　　　　・賞与引当金

　　　　　 支給額のうち、当期分に相当する額を計上。ただし、重要性の乏しいもの、または毎会計年度経

　　　　常的に発生しその発生額が前年と同額程度等については計上しないこととする。

２．重要な会計方針の変更

 該当なし。

３．採用する退職給付制度

　　　　独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制

　 　度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

　(1) 一般会計拠点区分財務諸表　（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

　(2) 拠点区分資金収支明細書 （別紙３（⑩） ）

　(3) 拠点区分事業活動明細書 （別紙３（⑪） ）

　　・当拠点区分は、一つのサービス区分のため、拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明

　　　細書は作成を省略している。

５．基本財産の増減の内容及び金額

 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

定期預金 100,000 0 0 100,000
合計 100,000 0 0 100,000

土地 0 0 0 0

財務諸表に対する注記 （江差町社会福祉協議会　一般会計拠点区分）

１．重要な会計方針

　　 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（単位：円）
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

建物 0 0 0 0



 該当なし。

 該当なし。

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

   該当なし。

１１．重要な後発事象

   該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
　　　状態を明らかにするために必要な事項

   該当なし。

車輌運搬具 1,062,200 486,842 575,358

合　計 1,943,614 1,943,614

未収補助金 555,000 555,000
貸付事業等貸付金 267,000 267,000

0
0
0

426,000
未収金 695,614 695,614
事業未収金 426,000 0

0

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額 債権の当期末残高
徴収不能引当金の

当期末残高

器具及び備品 3,137,052 2,424,293 712,759

合計 5,661,356 4,373,238 1,288,118
ソフトウェア 112,104 112,104 0

建物 1,350,000 1,349,999 1

６．基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

取得価額 減価償却累計額 当期末残高



 当法人では、該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

　　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　 　　・満期保有目的の債券等  ―――――――― 償却原価法（定額法）

　 　　・上記以外の有価証券で時価のあるもの ―― 決算日の市場価格に基づく時価法

　　(2) 固定資産の減価償却の方法

　 　　・建物並びに器具及び備品 ――― 定額法

　　 　・リース資産 

　　　　 　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

 　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　　 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

　　(3) 引当金の計上基準

　　　　　　・退職給付引当金

　　　 　　北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に基づき、会員出資金掛金累計額を計

　　 　 上している。

　　　　　　・賞与引当金

　　　　　 支給額のうち、当期分に相当する額を計上。ただし、重要性の乏しいもの、または毎会計年度経

　　　　常的に発生しその発生額が前年と同額程度等については計上しないこととする。

２．重要な会計方針の変更

 該当なし。

３．採用する退職給付制度

　　　　独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制

　 　度に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

　(2) 拠点区分資金収支明細書 （別紙３（⑩） ）

　(3) 拠点区分事業活動明細書 （別紙３（⑪） ）

５．基本財産の増減の内容及び金額

 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

財務諸表に対する注記 （江差町社会福祉協議会　介護保険事業等拠点区分用）

１．重要な会計方針

　(1) 介護保険事業等拠点区分財務諸表　（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（単位：円）

0 0 0
土地 0 0 0 0
建物 0

合計 0 0 0 0
定期預金 0 0 0 0

　　 当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。



 該当なし。

 該当なし。

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
（単位：円）

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

　債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
（単位：円）

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

   該当なし。

１１．重要な後発事象

   該当なし。

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
　　　状態を明らかにするために必要な事項

   該当なし。

６．基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

７．担保に供している資産

取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 915,591 915,589 2
車輌運搬具 20,011,272 20,011,262 10
器具及び備品 3,680,175 2,874,789 805,386

合計 28,530,738 27,037,785 1,492,953

有形リース資産 3,428,700 2,914,395 514,305
ソフトウェア 495,000 321,750 173,250

合　計 15,398,534
事業未収金 15,398,534

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額
徴収不能引当金の

当期末残高
債権の当期末残高

0 15,398,534
0 15,398,534


